
＜計算仕様について＞ 

当社では税抜金額をもとに消費税額を計算する方法を採用しております。 

そのため内税計算の過程で税抜金額を求める必要があり、この際に端数処理を行っておりますが、 

こちらは値決めのための処理となるため適格請求書としての端数処理にはあたりません。 

 

こちらにつきましては国税庁 HPのパンフレットにも記載がされており、 

該当部分の端数処理に関しては事業者の任意とされています。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm 

 

 

  

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm


＜計算例＞ 

① 旧制度 

 ・電力料金     1,200 円（本体：1,091 円  消費税：109 円） 

           ┗消費税：1200÷(110%)＝1090.9…を切捨 ⇒ 1090×(10%)＝109 円 

本体額：1200-109＝1091 円 

 ・再エネ賦課金    230 円（本体：  210 円  消費税： 20 円） 

           ┗消費税：230÷(110%)＝209.0…を切捨 ⇒ 209×(10%)＝20.9 を切捨 ⇒ 20 円 

本体額：230-20＝210 円 

 ⇒ご請求額   1,430 円 

 

 

 

② 現行制度（適格請求書） 

 ・電力料金     1,200 円（本体：1,091 円  消費税：109 円） 

          ┗消費税：1200÷(110%)＝1090.9…を切捨 ⇒ 1090×(10%)＝109 円 

本体額：1200-109＝1091 円 

 ・再エネ賦課金    230 円（本体：  210 円  消費税： 20 円） 

           ┗消費税：230÷(110%)＝209.0…を切捨 ⇒ 209×(10%)＝20.9 を切捨 ⇒ 20 円 

本体額：230-20＝210 円 

 ・消費税調整額（１０％）   1 円（本体：   0円   消費税： 1 円) 

             ご請求額 本体額：1091＋210＝1301 円 

             ご請求額 消費税：1301×(10%) ＝130.1 を切捨 ⇒ 130 円 

             （消費税調整額  ：130 -（109 + 20）= 1 円） 

 

 ⇒ご請求額   1,431円 

 


